
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
企
業
局
長

木

下

慎

次

徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
（
平
成
二
十
三
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
本
局
に
あ
っ
て
は
第
九
条
第
一
項
、
総
合
管
理
推
進
セ
ン

タ
ー
に
あ
っ
て
は
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
第
七
号
中
「
文
書
件
名
簿
（
様
式
第
三
号
）
」
を
「
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
番
号
を
付
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
当

該
文
書
に
つ
い
て
は
文
書
件
名
簿
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
、
年
度
に
よ
る
一
連
番
号
を
付
け
る
こ

と
。

第
十
三
条
第
六
号
中
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
記
入
」
を
「
登
録
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
決
裁
年
月
日
を
」
の
下
に
「
登

録
し
、
又
は
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
記
入
」
を
「
登
録
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
の
文
書
」
を
「
の
も
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
立
案
の
方
法
）

第
三
十
六
条

立
案
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文

書
件
名
等
を
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
は
、
立
案
用
紙
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
に
つ
い
て
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
書

件
名
等
を
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
立
案
用
紙
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

即
時
処
理
を
要
す
る
事
案
そ
の
他
の
電
子
決
裁
に
よ
る
処
理
が
困
難
で
あ
る
と
所
長
が
認
め
る
事

案
二

秘
密
に
属
す
る
事
案
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
書
件
名
等

を
登
録
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
所
長
が
認
め
る
事
案

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
例
的
又
は
軽
易
な
事
案
に
係
る
立
案
に
つ
い
て
は
、
収
受
文
書

の
余
白
又
は
所
長
が
定
め
た
帳
票
を
用
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

重
要
な
も
の
又
は
異
例
な
も
の
に
つ
い
て
立
案
の
趣
旨
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
処
理
案
の
前
に
そ
の
趣
旨
を
簡
明
に
登
録
し
、
又
は
記
述
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
規
そ

の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
登
録
し
、
又
は
付
記
し
、
関
係
書
類
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
添
付
す
る

こ
と
。

六

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
（
同
項
第
一
号



に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
案
の
内
容
に
個
人
に
関
す
る

情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
の
当
該
立
案
に
係
る
シ
ス
テ
ム
完
結
電
子
文
書
及
び
同
項
の
規

定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
文
書
件
名
等
の
閲
覧
の
制
限
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
電
子
決
裁
・
文

書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
所
定
の
欄
に
そ
の
旨
を
登
録
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
第
七
号
中
「
同
一
事
案
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の

場
合
に
お
い
て
、
同
一
事
案
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
文
書
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の
場
合
に
お
け
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の
場
合
に
お
い
て
、
金
額
そ
の
他
重
要
部

分
の
字
句
を
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
箇
所
に
押
印
す
る
こ
と
。

第
三
十
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

至
急
処
理
を
要
す
る
立
案
文
書
を
回
議
す
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に

係
る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
所
定
の
欄
に
そ
の
旨
を
登
録
し
、
同

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
当
該
立
案
文
書
の
左
上
欄

に
、
そ
の
旨
を
記
入
し
た
付
せ
ん
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
即
時
処
理
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に

係
る
立
案
文
書
の
う
ち
即
時
処
理
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
秘
密
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
の
う
ち
秘
密
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
軽
微
で
あ
る
場
合
は
、
」
の
下
に
「
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案

に
係
る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
所
定
の
欄
に
意
見
を
登
録
し
、
同
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
の
見
出
し
中
「
記
入
」
を
「
登
録
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
決
裁
年
月
日
を
」
の
下
に
「

登
録
し
、
又
は
」
を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
の
見
出
し
中
「
記
入
」
を
「
登
録
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
番
号
を
」
及
び
「
日
付
を
」

の
下
に
「
登
録
し
、
又
は
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
一
項
た
だ
し
書

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
浄
書
し
た
文

書
に
は
、
契
印
を
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
立
案
文
書
に
発
送
年
月
日
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
次
の
各
号

に
掲
げ
る
立
案
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
発
送
年
月
日
を

登
録
す
る
こ
と
。

二

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）

発
送
年
月
日
を
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
、
か
つ
、
立
案
文
書
に
記
入
す
る

こ
と
。

三

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
立
案

立
案
文
書
に
発
送
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め

、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一



号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
送
信

第
四
十
六
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
毎
年
度
当
初
に
」
の
下
に
「
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
「
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
を
削
る
。

第
四
十
八
条
中
「
文
書
は
」
を
「
文
書
（
電
磁
的
記
録
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

シ
ス
テ
ム
完
結
電
子
文
書
は
、
総
合
管
理
推
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス

テ
ム
に
保
存
す
る
た
め
、
フ
ァ
イ
ル
管
理
表
の
第
四
分
類
及
び
年
度
ご
と
に
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
所
長
は
、
」
の
下
に
「
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
シ
ス
テ
ム
完
結

電
子
文
書
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
そ
の
」
を
加
え
、
「
の
文
書
」
を
「
の
も
の
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


